
支出負担行為担当官
防衛省大臣官房会計課
会計管理官　平下　一三
（ 公　印　省　略 ）

　下記により入札を実施するので、入札心得及び契約条項等を了承の上、参加されたい。

　１．入札に付する事項

調達番号

　２．入札方式 一般競争入札（電子調達システム（政府電子調達（ＧＥＰＳ））対象案件）

　３．入札日時

　４．入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎Ｅ２棟３階入札室

　５．参加資格　（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、
　　　　　　　　　　被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条
　　　　　　　　　　中、特別の理由がある場合に該当する。
　　　　　　　　（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。
　　　　　　　　（３）令和07・08・09年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」のＤ
　　　　　　　　　　等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有するもの。
  　            （４）防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止
　　　　　　　　　　の措置を受けている期間中の者でないこと。
　　　　　　　　（５）前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であっ
　　　　　　　　　　て、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行
　　　　　　　　　　おうとする者でないこと。

　６．入札方法　　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を
　　　　　　　　加算した額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの
　　　　　　　　とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者である
　　　　　　　　か免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額
　　　　　　　　を入札書に記載すること。

　７．入札保証金及び契約保証金　　免　除

　８．入札の無効　　５の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とす
　　　　　　　　　る。

　９．契約書作成の要否　　要

　10．適用する契約条項　　一般契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、
　　　　　　　　　　　　　暴力団排除に関する特約条項

　11．その他
　　　（１）細部入札要領については別途配布する「一般競争入札の案内について」（以下、入札案内）
　　　　　のとおり。
　　　（２）入札案内受領の際、資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写しを提示すること。
　　　（３）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむ
　　　　　を得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。
　　　（４）同等品にて入札に参加する場合は、別途配布する入札案内に記載の問い合わせ先に照会のうえ、

まで（行政機関の休日を除く）に調達要求元
　　　　　の確認を受けた同等品確認書を提出すること。　　
　　　（５）本案件は、府省共通の「電子調達システム」（https://www.p-portal.go.jp）を利用した応札及
　　　　　び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、
　　　　　「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、
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スタンダードテーブル外２５件 仕様書のとおり 仕様書のとおり

件名 納入場所 納入期限

令和８年２月４日(水) (１０:４５)

令和８年 １月 ２８日 (水 ) １２:００



　　　　　までに、下記担当者必着分を有効とする。
　　　（６）落札者が、１０に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第２条第１項に規定する中小
　　　　　企業者である場合は、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
　　　（７）入札案内の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先
　　　　　　〒162-8801　東京都新宿区市谷本村町５－１　（庁舎Ａ棟10階）※顔写真付の身分証明書を
　　　　　持参すること。
　　　　　　受付時間　９：３０～１８：１５（１２：００～１３：００までの間を除く）

　　　　　また、入札案内のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。
　　　　　　　メールアドレス：naikyoku_chotatsu_mailmagazine@ext.mod.go.jp
　　　　　　　メール件名　　：「件名：○○○」　入札案内送信依頼
　　　　　　　添付ファイル　：資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し
　　　　　　　防衛省大臣官房会計課契約係　中島　電話　03-3268-3111　内線20824



   

 

仕 様 書 

品  名 カタログ品共通仕様書 

仕様書番号  

作成年月日 令和７年１２月１８日 

変更年月日  

作 成 課 防衛政策局調査課 

 

1 総則 

（1）一般事項 

この仕様書は、内部部局で使用するカタログ品の調達について規定する。カタログ品の仕様

は、箇条 2（2）に規定する事項を除き製造者の仕様及び社内規格並びに商慣習による。 

（2）用語の意義 

本仕様書にある「支出負担行為担当官等」とは、支出負担行為担当官又は契約担当官及びそ

の補助者のことをいう。 

2 製品に関する要求 

（1）品名及びカタログ製品名 

この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。 

（2）特別な要求 

特に必要な場合は記載する。 

3 出荷条件 

製品の包装は、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮されていること。 

4 検査 

検査は本仕様書に基づき、支出負担行為担当官補助者が行うものとする。 

5 グリーン購入法の遵守について 

本調達物品等が「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和７年１月２８日変更閣議

決定）」の基準を満たすものであること。ただし、基本方針の改定があった場合には、これに

従うものとする。 

6 配送車両について 

（1）本契約の履行に当たっては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成１２年

東京都条例第２１５号）に規定する、ディーゼル車規制に適合する自動車を使用し、また

は使用させること。 

（2）本契約の履行において使用し、又は使用させる自動車の自動車検査証（車検証）の提示を

求めた場合、速やかに提示すること。 
7 その他 

（1）庁舎内への出入り及び施設への立入りについては、庁舎内で定められた関係規則の手続き

を行うと共に、諸規定に従うものとする。 
（2）警備の観点から、納品される物品等については、Ｘ線検査を行うことにより多少時間がか

かることを了承すること。 

（3）業務中、各施設及び職員等に損害を与えた場合は、受注者の責任において復旧及び補償す

ること。 

（4）本仕様書に疑義が生じた場合には、支出負担行為担当官等と協議すること。 

 



作成部署

No. 品名 カタログ製品名 数量 単位 備考

1 スタンダードテーブル
KOKUYO SD-WFC126E6AMP2N3
又は ITOKI JP-1206HWC-TM
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

8 台
No.1～No.6は同メーカーシ
リーズであること。

2 サイドリターンテーブル
KOKUYO SD-WFCLL162E6AMP2NN
又は ITOKI JP-6274KLWC-TM
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

1 台
No.1～No.6は同メーカーシ
リーズであること。

3 サイドリターンテーブル
KOKUYO SD-WFCLR162E6AMP2NN
又はITOKI JP-6274KRWC-TM
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

2 台
No.1～No.6は同メーカーシ
リーズであること。

4 幕板（両面用）
KOKUYO　SDP-WF163G（W1600用）
又は ITOKI JPA-416HM1-T1CW
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

3 個
No.1～No.6は同メーカーシ
リーズであること。

5 コードホルダー
KOKUYO　AWO-C07P-BK1（H720用）
又は ITOKI CGA-07TWN-CW
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

3 個
No.1～No.6は同メーカーシ
リーズであること。

6 ワゴン
KOKUYO DGT-FT3Y46-E6A1
又は ITOKI CZR-046MPCSB-T1
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

11 台
No.1～No.6は同メーカーシ
リーズであること。

7 椅子（部員・事務官用）
KOKUYO  C06-B232CW-BKG4B61
又は ITOKI KG-417PS-T1T1
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

3 脚

8 １人用ロッカー
KOKUYO LK-NS1SAW
又はITOKI HDJ-0311SSN1-W9
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

2 台

9 多人数用ロッカー

KOKUYO LK-10LSAW(壁固定金具　PE-L51×2個含む）
又はITOKI HTM-189HWSN-W9（ベース H1A-M0690BA-W9×1台及び壁固定金
具　EQ-A41-W9×2個含む）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

1 台

10 オープントラッシュ
KOKUYO　BWU-XDT59SAW（ベース一体型）
又はOKAMURA 4B23DH-ZA75（ベース付き）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

2 台
No.10～No.13は同メー
カーシリーズであること。

11 天板
KOKUYO　BWUT-W9MP2NN
又はOKAMURA 4B11AZ-MX60
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

2 枚
No.10～No.13は同メー
カーシリーズであること。

12 リサイクルボックス
KOKUYO　PF-DW30
又はOKAMURA L936EC-GE64
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

4 個
No.10～No.13は同メー
カーシリーズであること。

調　達　品　目　表

調達要求番号 防衛政策局調査課



No. 品名 カタログ製品名 数量 単位 備考

13 リサイクルボックス
KOKUYO　PF-DW90
又はOKAMURA L936GC-GE64
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

2 個
No.10～No.13は同メー
カーシリーズであること。

14 両開き書庫(上段用）
KOKUYO BWU-SU69SAWN(壁固定金具　PE-L51×2個含む）
又はOKAMURA　4B35ZF-ZA75(壁固定金具　 FHL002X-ZA75×2個含む）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

1 台
No.14～No.17は同メー
カーシリーズであること。

15 トレーユニット(下段用）
KOKUYO　BWU-PA269SAWN(ﾍﾞｰｽ  BWUB-S9SAWを含む）
又はOKAMURA　4B05AD-ZA75(ﾍﾞｰｽ一体型）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

1 台
No.14～No.17は同メー
カーシリーズであること。

16 2枚引違い書庫(上段用）
KOKUYO　BWU-HU259SAWNN(壁固定金具　PE-L51×2個含む）
又はOKAMURA　4B43ZZ-ZA75(壁固定金具　 FHL002X-ZA75×2個含む）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

5 台
No.14～No.17は同メー
カーシリーズであること。

17 2枚引違い書庫(下段用）
KOKUYO　BWU-HD259SAWNN(ﾍﾞｰｽ  BWUB-S9SAWを含む）
又はOKAMURA　4B43ZZ-ZA75(ﾍﾞｰｽ  OKAMURA　4B92ZZ-ZA75を含む）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

5 台
No.14～No.17は同メー
カーシリーズであること。

18 コートハンガー
KOKUYO　CH-10EH
又はOKAMURA L956BB-Z637
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

2 台

19 コートハンガー
KOKUYO　ACH-S60NSBK1
又はOKAMURA L956CT-Z637
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

1 台

20 傘立て
ウチダ　6-407-1180
又はITOKI VWF-352
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

1 台

21 小物入れロッカー
ジョインテックス　VL-30DN（マスターキー付き）
又は東洋事務器　TLS-310D-WH（非常解除用キー付き）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

1 台
No.21～No.22は同メー
カーシリーズであること。

22 小物入れロッカー
ジョインテックス　VL-20DN（マスターキー付き）
又は東洋事務器　TLS-210D-WH（非常解除用キー付き）
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

2 台
No.21～No.22は同メー
カーシリーズであること。

23 モニター台
KIRK　air-ar-mtrc01-br
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

7 台

24 ノートパソコンスタンド
サンワサプライ　PDA-STN78S
エレコム　PCAWLTSFMSV
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

29 台

25 電源タップ
エレコム　T-H0203WH
又は同等以上のもの（他社の製品を含む）

10 個 1)



No. 品名 カタログ製品名 数量 単位 備考

26 モバイルバッテリー
Anker　A1336011
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

3 台 1)

※　納入場所

東京都新宿区市谷本村町５-１

防衛省防衛政策局調査課A棟１３階西側

※No.16及びNo.17については、それぞれ５台中３台は、A棟調査課倉庫とする。

※　納期

令和８年２月２7日（金）

※　1)本調達の実施にあたり、契約の相手方（下請負者、再委託先等を含む。）は、納入物品について、情報の漏えい若しくは破壊又は障害等のリスク（未発見の意図せざる脆弱
性を除く。）が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更を行わず、かつ、そのために必要な相
応の管理を行うものとする。

※　この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。



No. 品名 仕様等

1 スタンダードテーブル

･W1200×D600×H720(mm)であること。
・天板：メラミン化粧板
・脚：スチール
･天板厚は25ｍｍ以上であること。
･ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽは幅222mm以上であること。
･天板は木目中間色と脚色はﾌﾞﾗｯｸであること。
･3方向から使用できる配線ｶﾊﾞｰ、ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ（受け）がついてること。
･ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽはﾜｺﾞﾝに干渉しないこと。
･ｽﾄｯﾊﾟｰ付ｷｬｽﾀｰであること。
･□脚であること
･No.1 ～No.6は同ﾒｰｶｰｼﾘｰｽﾞであること。

2 サイドリターンテーブル

･W1600×D1200×H720(mm)
・９０°左凸であること。
・天板：メラミン化粧板
・脚：スチール
･天板厚は25ｍｍ以上であること。
･ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽは幅222mm以上であること。
･天板は木目中間色　脚色はﾌﾞﾗｯｸであること。
･ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽはﾜｺﾞﾝに干渉しないこと。
･ｽﾄｯﾊﾟｰ付ｷｬｽﾀｰであること。
･□脚であること。
･No.1 ～No.6は同ﾒｰｶｰｼﾘｰｽﾞであること。

3 サイドリターンテーブル

･W1600×D1200×H720(mm)
・９０°右凸であること。
・天板：メラミン化粧板
・脚：スチール
･天板厚は25ｍｍ以上であること。
･ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽは幅222mm以上であること。
･天板は木目中間色　脚色はﾌﾞﾗｯｸであること。
･ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽはﾜｺﾞﾝに干渉しないこと。
･ｽﾄｯﾊﾟｰ付ｷｬｽﾀｰであること。
･□脚であること。
･No.1 ～No.6は同ﾒｰｶｰｼﾘｰｽﾞであること。

4 幕板（両面用）
･No.2及びNo.3に設置可能であること。
･No.1 ～No.6は同ﾒｰｶｰｼﾘｰｽﾞであること。

5 コードホルダー ･No.1 ～No.6は同ﾒｰｶｰｼﾘｰｽﾞであること。

6 ワゴン

･W395～400×D590～605×H645～655（mm)であること。
･本体色はﾌﾞﾗｯｸであること。
･ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠であること。
･ﾍﾟﾝﾄﾚｰ+A4引出+A4引出であること。
･ﾃﾞｽｸ(ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ)に干渉しないこと。
･ロック付ｷｬｽﾀｰであること。
･No.1 ～No.6は同ﾒｰｶｰｼﾘｰｽﾞであること。

7 椅子（部員・事務官用）

・W655～675×D630～720×H1010～1040(mm)であること。
・脚は樹脂製ﾌﾞﾗｯｸであること。
・本体色はﾌﾞﾗｯｸ、張地はｸﾛｽ張りでﾌﾞﾗｯｸであること。
・座ﾍﾞｰｽ層には多数のｽﾘｯﾄがはいり体圧を分散させられること。
・ﾗﾝﾊﾞｰｻﾎﾟｰﾄ付きであること。
・座の奥行き調節は５０ｍｍ以上、高さ調節は９０ｍｍ以上であること。
・ﾛｯｷﾝｸﾞ角度を4段階以上で固定できること。
・ﾛｯｷﾝｸﾞ強弱を5段階で固定できること。
・可動肘で上下100ｍｍ以上、角度内外計20°以上、前後50ｍｍ以上であること。

8 １人用ロッカー

･W300～320×D515×H1790(mm)であること。
･1人用ﾛｯｶｰであること。
･ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠であること。
･上網棚、ハンガーパイプ、ネクタイ掛け又はタオル掛け、鏡がついていること。
･本体色はﾎﾜｲﾄであること。

9 多人数用ロッカー

･W880～900×D450～515×H1730～1790(mm)であること。
･ｽﾁｰﾙ製でﾎﾜｲﾄ系であること
･両開きであること。
･上棚板、下棚板、ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ、鏡、ﾀｵﾙ掛け又はネクタイ掛けがついていること。
･シリンダー錠であること。

10 オープントラッシュ

･Ｗ900×Ｄ450×Ｈ1110(mm)で棚板又は引出しがついてること。
･色はﾎﾜｲﾄでｽﾁｰﾙであること。
･ﾍﾞｰｽ一体型又はベース付きであること。
･No.10～13は同ﾒｰｶｰｼﾘｰｽﾞであること。

11 天板
･W900×D450であること。
･色はブラウン系であること。
･No.10～13は同ﾒｰｶｰｼﾘｰｽﾞであること。

同等品申請に係る仕様等要求について
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12 リサイクルボックス

･W210～220×D340～440×H670～700（mm）
･30ﾘｯﾄﾙ用であること。
・No.10に収容可能な高さであること。
･No.10～13は同ﾒｰｶｰｼﾘｰｽﾞであること。

13 リサイクルボックス

･W385～390×D430～570×H690～875（mm）
･70～90ﾘｯﾄﾙ用であること。
・No.10に収容可能な高さであること。
･No.10～13は同ﾒｰｶｰｼﾘｰｽﾞであること。

14 両開き書庫(上段用）

･W900×D450×H1185～1200（mm）
･ｽﾁｰﾙ製でﾎﾜｲﾄ系であること。
･両開きであること。
･No.14～No.17は同ﾒｰｶｰｼﾘｰｽﾞであること。

15 トレーユニット(下段用）

･W900×D450×H1245(ﾍﾞｰｽ含めて)（mm）（±15mmは可）
･ｽﾁｰﾙ製でﾎﾜｲﾄ系であること。
･A4深型３列で12段以上であること。
･No.14～No.17は同ﾒｰｶｰｼﾘｰｽﾞであること。

16 2枚引違い書庫(上段用）

・W900×D450×H1050（mm）
･上置き用であること。
・ｽﾁｰﾙ製でﾎﾜｲﾄであること。
・２枚引き違い戸であること。
・A4縦（ﾌｧｲﾙ）３段収納可能であること。
・棚板２枚あること。
・錠、ﾗｯﾁ付きであること。
･No.14～No.17は同ﾒｰｶｰｼﾘｰｽﾞであること。

17 2枚引違い書庫(下段用）

・W900×D450×H1100～1110（mm）
･下置き用であること。
・ｽﾁｰﾙ製でﾎﾜｲﾄであること。
・２枚引き違い戸であること。
・A4縦（ﾌｧｲﾙ）３段収納可能であること。
・棚板２枚あること。
・錠、ﾗｯﾁ付きであること。
･No.14～No.17は同ﾒｰｶｰｼﾘｰｽﾞであること。

18 コートハンガー
･W860～900×H1570～1700(ｍｍ）であること。
･ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟであること。
･ｷｬｽﾀｰ付きであること。

19 コートハンガー
･H1500～1700（mm）であること。
･ﾊﾝｶﾞｰﾀｲﾌﾟであること。
･ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟであること。

20 傘立て

・W850～940×D290～350×H540～600（mm）であること。
･ｷｬｽﾀｰ付きであること。
･3面パネルであること。
･傘が３０本以上収納できること。

21 小物入れロッカー

･W600×D300×H1600（mm）程度であること。
･30人用であること。
･ﾀﾞｲﾔﾙ式錠であること。
･ﾏｽﾀｰｷｰ又は非常解除用キー付きであること。
･３列１０段であること。
･ﾎﾜｲﾄ系であること。
・No.21～No.22は同メーカーシリーズであること。

22 小物入れロッカー

･W406×D300×H1600（mm）程度であること。
･20人用であること。
･ﾀﾞｲﾔﾙ式錠であること。
･ﾏｽﾀｰｷｰ又は非常解除用キー付きであること。
･2列１０段であること。
･ﾎﾜｲﾄ系であること。
・No.21～No.22は同メーカーシリーズであること。

23 モニター台

・奥行きが20-25cmであること。
・高さが7.0-8.5cmであること。
・幅が117-120cmであること。
・耐荷重が10kg以上あること。

24 ノートパソコンスタンド

・折り畳み式であること。
・高さ、角度が無段階調節が可能であること。
・15.6ｲﾝﾁで対応可能であること。
・耐荷重３㎏以上であること。
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25 電源タップ

・2ピン式で、差し込み口が１０個口以上であること。
・ｹｰﾌﾞﾙ部分が3m以上あるもの
・ほこり防止、雷ガードがあるもの
・背面にﾏｸﾞﾈｯﾄがあるもの
・ｽｲﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞがあるもの

26 モバイルバッテリー

・20000ｍAｈ以上であること。
・USB　Type-C×2+USB-Cケーブルであること。
・ﾊﾟｿｺﾝ、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ、ﾀﾌﾞﾚｯﾄへの充電が可能であること。
・充電式ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池を使用していること。


